
１．目的

２．定義

３．基本理念

４．地域防災計画への反映

総 則

（仮称）狭山市防災基本条例骨子案の構成【案】

１．市民の責務

市民、事業者及び市の責務 ２．事業者の責務

条例制定の背景と決意

３．市の責務

防災に関する学習及び訓練、教育等防災人づくりの推進

災害時要配慮者への配慮等

災害に強い地域づくり

１．自治会・自主防災組織等と学校、事業者の連携

１．市民の災害への備え

１．市民及び事業者の配慮

２．市の施策

資料１

災害への備え

地域における連携、相互支援体制の構築

災害応急対策等

復興対策

２．事業者の災害への備え

３．市の災害への備え

２．自治会・自主防災組織等のネットワークづくり

１．市民及び事業者の災害応急対策

２．市の応急対策

３．市の復旧対策

１．市民及び事業者の復興対策

２．市の復興対策


